
〔別紙 1〕 

随意契約理由書 
 

 

件 名 西クリーンセンター クレーンバケット点検整備 

契約の相手方 株式会社福島製作所 大阪営業所 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に該当 

随意契約の相手を選定した理由 

 

当クリーンセンターのごみクレーンバケットは、ごみクレーンに装着し、油圧

シリンダーを使用して爪の開閉の動作を行い、ごみの攪拌及び焼却炉へごみを投

入するために必要な設備である。 

この設備に不具合が生じるとごみの攪拌及び焼却炉へのごみの投入が不可能と

なり、ごみの焼却に多大な影響が出るため、本点検整備業務を行い当該設備の性

能維持を図る。 

当該設備は、西クリーンセンター独自の機器仕様として設計・製作しており、

メンテナンスの際には、製造業者である上記業者しか所有していない高度な専門

知識と独自の技術や経験が必要となり本点検整備は上記業者でなければ施工でき

ない。 

したがって、上記業者との随意契約を締結するものである。 

 

 

 

担 当 部 署 

（問合せ先） 

環境局西クリーンセンター 

（電話番号 078-974-2005） 


